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国
家
的
重
要
課
題
で
あ
る
平
成
の
大
合
併
と
い
う
流
れ

の
な
か
で
、
私
た
ち
は
多
野
藤
岡
地
域
任
意
合
併
協
議
会

を
設
置
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
対
し
検
討
、
協
議
を
お

こ
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
吉
井
町
が

住
民
投
票
の
結
果
、
合
併
の
相
手
先
を
高
崎
市
と
し
た
こ

と
に
よ
り
、
私
た
ち
は
藤
岡
市
と
鬼
石
町
と
い
う
新
し
い

枠
組
み
で
合
併
し
、多
野
藤
岡
広
域
圏
を
守
り
な
が
ら
、地

方
分
権
社
会
に
対
応
で
き
る
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
目

指
し
て
い
く
こ
と
が
、
現
状
で
は
最
も
よ
い
と
判
断
し
ま

し
た
。

　
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
両
市
町
の
議
会
に
説
明
し
、
議

論
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
７
月

２１
日
の
臨
時

議
会
に
お
い
て
、
藤
岡
市
と
鬼
石
町
で
合
併
協
議
会
を
設

置
す
る
こ
と
が
可
決
さ
れ
、
同
日
、
両
市
町
の
議
会
議
長

立
会
い
の
も
と
で
、
「
藤
岡
市
・
鬼
石
町
合
併
協
議
会
」

設
置
の
調
印
を
お
こ
な
い
発
足
い
た
し
ま
し
た
。
来
年
３

月
末
の
合
併
特
例
法
期
限
が
間
近
に
迫
る
な
か
、
こ
の
選

択
は
、
両
市
町
に
お
い
て
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　
同
協
議
会
で
は
残
さ
れ
た
時
間
の
中
で
、
多
野
藤
岡
地

域
任
意
合
併
協
議
会
で
確
認
さ
れ
た
協
議
事
項
を
尊
重
し

な
が
ら
、
新
市
の
将
来
を
見
据
え
た
新
市
建
設
計
画
の
策

定
、
ま
た
市
民
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
維
持
に
努
め
る
こ
と
な

ど
の
観
点
に
立
っ
て
協
議
し
、

２７
の
協
議
項
目
を
今
年

１１

月
末
ま
で
に
終
了
し
、
年
内
に
は
両
市
町
の
議
会
に
お
い

て
合
併
承
認
の
議
決
を
し
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。

　
新
市
誕
生
に
向
け
て
、
今
後
と
も
皆
様
の
ご
理
解
と
ご

支
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

藤岡市・鬼石町合併協議会だより （1）

事務局／〒375-8601 藤岡市中栗須327番地
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　合併の方式は、多野郡鬼石町の全区域を藤岡市
に編入する編入合併とする。
　なお、これまでの両市町のまちづくりの歩みを尊
重し、対等な立場での合併協議を行うものとする。

1    新市の事務所の位置は、藤岡市中栗須327番
　地（現藤岡市役所）とする。
2　 合併前の鬼石町の事務所については、総合支
　所とする。
3　 本庁、総合支所の具体的内容については、組織及び機
　 構に関する事項の中で調整、協議を行うものとする。

新市の名称は、「藤岡市」とする。

新市の建設計画を作成する。

　合併協定書に係る項目について、協議

等を行う。

１.  会議の開催・運営

　○協議会

　○幹事会

　○専門部会等

２.  事務事業の整理・調整

　　両市町の行政現況調査票を整理し、

　課題と調整方針案の集約を行う。

　合併に係る情報の収集や先進地事例

など調査・研究を行う。

　○先進地視察の実施

　○資料等の収集

　合併に関する住民理解を得るため、協

議会をはじめ合併に関する情報を積極

的に提供するため、広報及び合併に関す

る普及啓発活動を行う。

１.  広報活動

　○協議会だよりの発行

２.  普及啓発活動

　○説明会の開催

　○ホームページの作成・更新

　
平
成
１６
年
７
月
２８
日（
水
）藤
岡
市
役

所
中
庁
舎
３
階
大
会
議
室
に
お
い
て
、

第
１
回
藤
岡
市
・
鬼
石
町
合
併
協
議
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
　
　
　

　
最
初
に
藤
岡
市
及
び
鬼
石
町
か
ら
選

出
さ
れ
た
委
員
２３
名
と
監
査
委
員
２
名

に
対
し
会
長
か
ら
委
嘱
状
が
手
渡
さ

れ
、そ
の
後
規
約
や
規
程
な
ど
の
ほ
か
、

合
併
の
方
式
、
新
市
の
名
称
、
新
市

事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て
の
基
本
協

議
項
目
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
１
市
１
町
の
新
し
い
ま
ち

づ
く
り
に
向
け
て
、
新
市
将
来
構
想

に
基
づ
い
た
新
市
建
設
計
画
策
定
の

基
本
方
針
に
つ
い
て
事
務
局
が
説
明

し
ま
し
た
。

　
今
後
協
議
会
で
は
、
合
併
特
例
法

の
期
限
で
あ
る
平
成
１７
年
３
月
末
日

の
知
事
申
請
を
目
指
し
、
各
種
調
整

項
目
の
協
議
を
進
め
る
た
め
、
毎
月

定
例
会
議
を
開
催
し
ま
す
。
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※26番目の項目には22種の事務事
　業等の調整が含まれております

合併の方式

合併の期日

新市の名称

新市事務所の位置

議会議員の任期及び定数の取扱い

農業委員会委員の任期及び定数

の取扱い

地方税の取扱い

一般職の職員の身分の取扱い

地域審議会の取扱い

財産の取扱い

特別職の身分の取扱い

土地利用の取扱い

条例、規則等の取扱い

事務組織及び機構の取扱い

一部事務組合の取扱い

使用料、手数料の取扱い

公共的団体等の取扱い

附属機関等の取扱い

補助金、交付金等の取扱い

行政連絡機構の取扱い

町・字の区域及び名称の取扱い

慣行の取扱い

国民健康保険事業の取扱い

介護保険事業の取扱い

消防団の取扱い

各種事務事業の取扱い（※）

新市建設計画

新 井 利 明

関 口 茂 樹

関 口 　 敏

小 柏 英 雄

佐 藤 　 淳

針 谷 賢 一

三 好 徹 明

吉 田 達 哉

西 井 左 近

稲 垣 一 秀

堀 口 昌 宏

山 田 朱 美

設 楽 直 毅

竹 村 　 省

水 井 勝 久

長 　 克 優

石 川 勝 子

太 田 宗 秋

久 米 斐 川

新 井 和 三

貫 井 昭 彦

中 谷 き み 江

小 林 　 寛

矢 島 　 篤

中 易 昌 司

島 野 輝 一

会長　藤岡市長

副会長　鬼石町長

藤岡市助役

鬼石町助役

藤岡市議会議長

藤岡市議会副議長

藤岡市議会合併問題調査特別委員会委員長

藤岡市議会合併問題調査特別委員会副委員長

鬼石町議会議長

鬼石町議会副議長

鬼石町議会合併特別委員会委員長

鬼石町議会合併特別委員会副委員長

藤岡市農業団体代表

藤岡市商工業団体代表

藤岡市区長会代表

藤岡市青年団体代表

藤岡市女性団体代表

鬼石町農業団体代表

鬼石町商工業団体代表

鬼石町区長会代表

鬼石町青年団体代表

鬼石町女性団体代表

藤岡行政事務所長

藤岡保健福祉事務所企画福祉部長

監査委員（藤岡市監査委員）

監査委員（鬼石町監査委員）

　日時　8月25日（水）14：00～

　場所　鬼石町役場　2階第一会議室

　傍聴を希望される方は、会場に直接お越しください。

　会議開始15分前に傍聴証をお渡しします。ただし、

　その時点で30人を超えた場合は抽選とさせていた

　だきます。
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2004.7.21

.7.21

.7.21

2004.7.22

.7.28

.8.25

.9.24

.10.20

.11.17

.7.21

.11.下旬

2005.10.以降

2004.12.

2004.12.

・合併関係市町の議会議決（設置及び規約）

・協議会設置届

新市建設計画に係る協議第1回幹事会

第1回協議会

第2回協議会

第3回協議会

第4回協議会

第5回協議会

・設置届受理

・合併協議会の設置（調印式）

・設置及び規約の告示

・合併調印式（協定書に署名調印）

・合併申請書提出

合併（廃置分合）効力の発生

（ただし、期限は2006.3.31）

・合併関係市町の議会議決（合併申請に係るもの）

　廃置分合
　廃置分合に伴う財産処分に関する協議
　議会の議員の定数及び在任に関する協議
　農業委員会の委員の任期等に関する協議
　地域審議会の設置に関する協議

即日

・協議

・回答

・申請書受理

・県議会の議決

合併の決定 届出

告示

4ヶ月間

3ヶ月間
2005.3.20

議決即日処理 約20日間

2005.4.10

（ただし提出期限は2005.3.31）

　電算システム統合はじめ各種調整等の
　合併準備




